
第一尚氏王統後期の琉球

は
じ
め
に

明
治
初
頭
の
琉
球
処
分
ま
で
、
現
在
の
沖
縄
県
は
琉
球
王
国
と
い
う
独
自
の
国
家

を
形
成
し
て
い
た
。
琉
球
王
国
は
明
の
海
禁
政
策
と
朝
貢
体
制
の
も
と
で
登
場
し
、

発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
琉
球
王
国
を
治
め
た
王
は
中
山
王
と
も
呼
ば
れ
、
国
王
は

尚
氏
が
担
っ
て
い
た
が
、
こ
の
王
統
は
一
四
七
○
年
に
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
一
度

断
絶
し
て
い
る
。
断
絶
以
前
の
王
統
は
第
一
尚
氏
王
統
と
呼
ば
れ
、
ク
ー
デ
タ
ー
後

（

１

）

の
王
統
を
第
二
尚
氏
王
統
と
呼
ぶ
。
本
稿
で
は
一
五
世
紀
初
頭
に
思
紹
・
尚
巴
志
親

子
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
第
一
尚
氏
王
統
の
後
期
に
目
を
や
り
、
そ
の
時
代
の
琉
球
の

国
内
状
況
・
対
外
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
な
お
、
一
般
的
に
第
一
尚
氏
王
統
を

前
期
・
後
期
に
わ
け
る
こ
と
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
第
一
尚
氏
王
統
を
前
期
と
後
期

に
分
け
る
。
前
期
は
思
紹
・
尚
巴
志
親
子
に
よ
る
琉
球
の
統
一
か
ら
四
代
尚
思
達
（
一

四
○
五
年
～
一
四
四
九
年
）
ま
で
、
後
期
は
五
代
尚
金
福
か
ら
七
代
尚
徳
（
一
四
五

○
年
～
一
四
六
九
年
）
ま
で
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
第
一
尚
氏
の
後
期
は
琉
球
国
内

で
は
「
万
国
津
梁
の
鐘
」
を
は
じ
め
と
す
る
梵
鐘
や
寺
社
が
建
立
さ
れ
仏
教
が
広
ま

（

リ

グ

】

）

っ
た
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
後
継
者
争
い
や
内
乱
が
あ
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
対

外
関
係
に
お
い
て
も
琉
球
の
使
者
を
担
う
日
本
人
が
登
場
し
、
断
絶
し
て
い
た
朝
鮮

と
の
外
交
が
再
び
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
る

と
い
え
る
。

当
時
の
琉
球
の
状
況
を
見
て
い
く
上
で
、
「
朝
鮮
王
朝
実
鎚
」
に
記
さ
れ
た
朝
鮮

人
漂
流
民
の
証
言
は
数
少
な
い
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
琉
球
王
国
の
正
史

は
い
ず
れ
も
近
世
に
入
っ
て
か
ら
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
古
琉
球
の
リ
ァ
ル
タ

（

４

）

イ
ム
の
史
料
と
し
て
は
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
琉
球
王
国
が
編
纂
し
た
正
史

で
あ
る
た
め
偏
っ
た
記
述
が
さ
れ
て
い
る
部
分
や
、
当
時
の
史
料
と
内
容
の
食
い
違

い
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
中
心
の
史
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な

〈
論
文
〉

第
一
尚
氏
王
統
後
期
の
琉
球

牟

田

俊

平

｜
、
第
一
尚
氏
王
統
と
そ
れ
以
前
の
時
代

最
初
に
第
一
尚
氏
王
統
以
前
の
沖
縄
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
簡
単

に
ま
と
め
て
お
く
。
貝
塚
時
代
と
い
わ
れ
る
長
い
漁
労
採
集
の
時
代
が
終
わ
り
、
そ

れ
ま
で
別
々
の
文
化
圏
で
あ
っ
た
南
西
諸
島
が
琉
球
文
化
圏
を
形
成
し
始
め
た
の
は

一
○
世
紀
～
一
二
世
紀
ご
ろ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
こ
の
頃
か
ら
沖
縄

の
各
地
で
グ
ス
ク
と
呼
ば
れ
る
構
築
物
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代
を
グ

ス
ク
時
代
と
呼
び
、
沖
縄
の
時
代
区
分
で
は
、
グ
ス
ク
時
代
を
含
め
こ
の
時
期
か
ら

一
七
世
紀
初
頭
に
島
津
が
琉
球
入
り
を
果
た
す
ま
で
を
古
琉
球
と
呼
ん
で
い
る
。
古

琉
球
は
日
本
史
の
時
代
区
分
で
い
え
ば
中
世
に
相
当
す
る
時
代
で
あ
り
、
近
世
・
近

代
・
現
代
に
比
べ
て
日
本
本
土
と
の
関
わ
り
は
少
な
く
沖
縄
が
琉
球
王
国
と
し
て
独

自
の
歴
史
を
歩
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（

６

）

高
良
倉
吉
は
グ
ス
ク
時
代
の
特
徴
を
以
下
の
六
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。
即
ち
、
①

グ
ス
ク
時
代
遺
跡
か
ら
大
量
の
炭
化
し
た
コ
メ
や
ム
ギ
が
出
土
す
る
た
め
、
沖
縄
社

会
も
本
格
的
な
穀
類
栽
培
農
耕
の
段
階
に
突
入
し
た
。
②
鉄
製
の
利
器
が
か
な
り
出

土
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
鉄
器
文
化
が
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
③
島
喚
社
会

内
部
で
の
交
流
が
活
発
と
な
り
、
次
第
に
文
化
圏
形
成
の
動
き
が
始
ま
っ
た
。
④
外

来
文
化
が
持
続
的
な
か
た
ち
で
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
し
始
め
た
。
⑤
天
然
の
湧
水
を

利
用
し
て
小
規
模
の
水
田
を
ひ
ら
く
な
ど
、
前
代
に
比
べ
る
と
土
地
利
用
の
面
で
大

き
な
変
化
が
お
こ
っ
た
。
⑥
こ
う
し
た
社
会
変
化
を
う
け
て
各
地
に
按
司
と
よ
ば
れ

る
首
長
層
が
台
頭
し
、
小
さ
な
政
治
集
団
を
形
成
し
は
じ
め
た
。
と
い
う
六
つ
の
特

徴
で
あ
る
。
中
で
も
南
西
諸
島
の
北
に
位
置
す
る
日
本
列
島
か
ら
の
ヒ
ト
・
モ
ノ
の

（
二
可
）い

。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
「
朝
鮮
王
朝
実
録
」
に
記
さ
れ
た
朝
鮮
人
漂
流
民
の
証
言

を
中
心
の
史
料
と
し
て
、
正
史
で
あ
る
『
中
山
世
譜
」
は
参
考
程
度
に
と
ど
め
る
こ

と

と

す

る

。

ま
ず
第
一
尚
氏
王
統
以
前
の
沖
縄
本
島
の
状
況
を
先
行
研
究
を
も
と
に
簡
単
に
ま

と
め
た
後
に
、
『
朝
鮮
王
朝
実
録
」
に
記
さ
れ
た
朝
鮮
人
漂
流
民
の
証
言
を
掲
載
し
、

そ
の
証
言
か
ら
み
え
て
く
る
当
時
の
琉
球
王
国
の
国
内
状
況
・
対
外
関
係
に
触
れ
て

い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
時
代
の
琉
球
の
国
際
社
会
へ
の
対
応
と
変
化

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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往
来
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
そ
れ
ら
が
沖
縄
社
会
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
み
て

間
違
い
な
い
。
ま
た
、
④
で
「
持
続
的
な
か
た
ち
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
外
部
か
ら

の
衝
撃
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
首
長
層
が
登
場
し
た
後
も
沖
縄
社
会
に
影
響

を
与
え
続
け
た
。

こ
の
時
代
に
グ
ス
ク
を
築
き
、
力
を
持
っ
て
い
た
首
長
層
は
、
按
司
・
世
の
主
・

て
だ
・
塞
官
と
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
首
長
層
の
名
称
は
「
ま

（

《

‐

Ｉ

）

官
」
で
統
一
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
四
世
紀
に
入
る
と
こ
う
い
っ
た
力
を
持
つ
塞
官
達
に
よ
っ
て
、
段
々
と
沖
縄
本

島
内
に
三
つ
の
勢
力
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
山
北
・
中
山
・
山
南
と
呼
び
、

そ
れ
ぞ
れ
北
部
の
今
帰
仁
グ
ス
ク
・
中
部
の
浦
添
グ
ス
ク
・
南
部
の
大
里
グ
ス
ク
を

中
心
と
し
た
。
ま
た
こ
の
時
代
は
三
山
時
代
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
に
は

王
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
王
に
絶
対
的
な
支
配
力
が
あ
っ
た
と
い
え
る
状
況
で

は
な
く
、
王
と
い
っ
て
も
塞
官
達
の
連
合
体
の
盟
主
程
度
の
地
位
し
か
な
か
っ
た
と

（

８

）

さ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
他
の
塞
官
に
よ
っ
て
王
位
が
慕
奪
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

塞
官
達
が
王
よ
り
も
力
を
持
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

一
四
世
紀
の
中
ご
ろ
に
な
る
と
沖
縄
の
周
り
で
大
き
な
変
化
が
起
こ
る
。
元
朝
が

衰
退
し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
元
貿
易
の
ル
ー
ト
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
つ
と
い

え
る
。
そ
れ
ま
で
は
日
本
の
博
多
と
元
の
寧
波
の
間
を
直
接
行
き
来
し
て
い
た
ル
ー

ト
が
、
内
乱
や
倭
冠
活
動
の
活
発
化
に
よ
っ
て
中
国
沿
岸
の
治
安
が
悪
化
し
断
絶
し

て
し
ま
っ
た
た
め
、
琉
球
を
経
由
し
た
ル
ー
ト
へ
と
一
時
的
に
変
わ
っ
た
の
で
あ

（
９
）る

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
南
西
諸
島
が
日
元
間
を
行
き
来
す
る
海
商
達
の
寄
港
地
と
し

て
の
役
割
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
中
で
も
天
然
の
良
港
と
い
え
る
那
覇
に
は
海
商

た
ち
の
居
留
地
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
際
貿
易
の
重
要
な
拠
点
と
し
て
の
那

覇
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
三
六
八
年
に
元
朝
を
倒
し
た
明
朝
は
、
私
貿
易
や
私
的
な
海
外
渡
航
を
禁
止
す

る
海
禁
政
策
を
敷
く
と
と
も
に
、
各
地
に
使
者
を
送
り
朝
貢
関
係
を
結
ん
で
い
っ

た
。
そ
し
て
一
三
七
二
年
に
は
中
国
か
ら
琉
球
へ
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
当
時
の
中
山

王
で
あ
っ
た
察
度
に
入
貢
を
促
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
琉
球
は
以
後
五
○
○
年
以
上

に
及
ぶ
中
国
と
の
公
的
な
関
係
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
中
山
の
入
貢
後
の
一
三
八
○

年
に
は
山
南
が
、
一
三
八
三
年
に
は
山
北
が
そ
れ
ぞ
れ
入
貢
し
、
琉
球
国
内
の
三
勢

力
は
そ
れ
ぞ
れ
明
朝
と
朝
貢
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
朝
貢
国
に
比
べ
る

と
琉
球
は
優
遇
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
海
禁
政
策
と
朝
貢
体
制
は
琉
球
に
大
き
な
利
益

を
も
た
ら
し
た
。

三
山
で
最
初
に
入
貢
を
果
た
し
た
察
度
の
次
代
に
琉
球
国
内
に
大
き
な
変
化
が
訪

れ
る
。
山
南
の
勢
力
下
で
あ
る
佐
敷
を
拠
点
と
す
る
思
紹
・
尚
巴
志
の
親
子
が
一
四

○
六
年
に
中
山
の
拠
点
で
あ
る
浦
添
を
攻
め
、
察
度
の
世
子
で
あ
る
武
寧
を
滅
ぼ

し
、
王
位
を
慕
奪
し
た
の
で
あ
る
。
思
紹
は
武
寧
の
世
子
と
偽
っ
て
明
に
使
者
を
送

り
、
父
の
跡
を
継
ぐ
形
で
正
式
に
中
山
王
に
封
じ
ら
れ
、
第
一
尚
氏
王
統
が
誕
生
し

た
。
ま
た
、
詳
し
い
年
代
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
頃
に
中
山
の
拠
点
を
浦
添

か
ら
首
里
へ
と
移
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

中
山
を
手
に
し
た
思
紹
・
尚
巴
志
の
親
子
は
一
四
一
六
年
に
山
北
の
拠
点
今
帰
仁

に
兵
を
送
り
、
当
時
の
山
北
王
で
あ
っ
た
肇
安
知
を
滅
ぼ
し
た
。
そ
の
後
一
四
二
一

年
に
思
紹
が
死
去
す
る
と
、
後
を
継
い
で
中
山
王
と
な
っ
た
尚
巴
志
は
首
里
城
外
苑

の
整
備
や
人
工
池
を
掘
る
な
ど
の
大
規
模
な
工
事
を
行
っ
た
。
そ
し
て
一
四
二
九
年

に
残
っ
た
山
南
へ
兵
を
送
り
、
山
南
王
他
魯
毎
を
滅
ぼ
し
て
三
山
を
統
一
す
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
複
数
の
王
で
は
な
く
、
唯
一
の
王
に
よ
っ
て

統
治
さ
れ
る
琉
球
王
国
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
は
三
人
の
王
そ

れ
ぞ
れ
が
入
貢
し
て
い
た
が
、
琉
球
王
国
の
入
貢
は
中
山
の
み
に
統
一
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

三
山
を
統
一
し
た
尚
巴
志
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
第
一
尚
氏
王
統
は
七
○
年
と
も
た

ず
に
崩
壊
す
る
。
尚
巴
志
の
死
後
琉
球
国
王
は
、
三
代
尚
忠
、
四
代
尚
思
達
、
五
代

尚
金
福
と
続
い
た
が
、
こ
の
三
代
は
い
ず
れ
も
在
位
年
数
が
五
年
以
内
と
短
く
、
安

定
し
た
政
権
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
三
山
を
統
一
し
た
尚
巴
志
と
い
う
大

き
な
存
在
を
失
い
、
各
地
に
有
力
な
塞
官
達
が
残
っ
て
い
る
状
況
は
不
安
定
な
権
力

基
盤
を
さ
ら
に
ぐ
ら
つ
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
五
代
の
尚
金
福
の
死
後
に

は
王
位
継
承
を
巡
り
争
い
が
起
こ
り
、
直
後
の
六
代
尚
泰
久
の
時
代
に
は
各
地
に
残

る
塞
官
に
よ
っ
て
事
件
が
起
こ
る
。
そ
し
て
七
代
尚
徳
の
死
後
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ

っ
て
第
一
尚
氏
王
統
は
滅
び
る
こ
と
と
な
る
。

二
、
第
一
尚
氏
王
統
後
期
の
漂
流
民

で
は
当
時
の
琉
球
王
国
が
ど
の
よ
う
な
対
外
関
係
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
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第一尚氏王統後期の琉球

あ
っ
た
の
か
を
『
朝
鮮
王
朝
実
録
」
に
記
さ
れ
た
漂
流
民
の
証
言
を
も
と
に
み
て
い

く
が
、
史
料
を
挙
げ
る
前
に
琉
球
へ
漂
着
し
た
卜
麻
寧
等
・
梁
成
等
・
肖
得
誠
等
に

つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

（

１

）

ま
ず
ト
麻
寧
等
は
卜
麻
寧
と
田
皆
の
二
名
の
漂
流
民
で
あ
る
。
一
四
五
○
年
一
二

月
に
遭
難
し
、
ト
カ
ラ
列
島
を
経
て
沖
縄
本
島
へ
と
や
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
日
本

僧
道
安
に
よ
っ
て
朝
鮮
へ
と
送
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
朝
鮮
に
送
還
さ
れ
た
後
に

琉
球
の
習
俗
や
状
況
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
を
朝
鮮
に
送
還
し
た
際

に
道
安
は
地
図
を
携
え
て
お
り
、
そ
れ
が
「
海
東
諸
国
紀
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
琉

球
國
之
圖
」
の
も
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
梁
成
等
は
船
軍
（
海
軍
）
の
梁
成
を
含
む
二
名
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
四
五
六

年
に
漂
流
し
て
久
米
島
に
漂
着
、
沖
縄
本
島
へ
移
さ
れ
た
後
琉
球
王
国
に
四
年
半
滞

在
し
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
琉
球
王
国
内
の
状
況
を
事
細
か
に
証
言
し
て
お
り
、
他

の
証
言
に
は
な
い
国
王
の
葬
儀
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

最
後
に
肖
得
誠
等
は
、
一
四
六
一
年
に
宮
古
島
へ
漂
着
し
た
肖
得
誠
な
ど
八
名
を

指
し
て
い
る
。
彼
ら
は
琉
球
王
国
に
数
ヵ
月
の
滞
在
で
あ
っ
た
が
、
王
宮
の
一
部
に

居
住
し
て
お
り
国
王
の
家
族
や
旧
宮
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
証
言
し
て
い

る
。

で
は
卜
麻
寧
等
と
彼
ら
を
送
還
し
た
道
安
の
証
言
を
挙
げ
る
。
次
の
史
料
は
卜
麻

寧
等
が
朝
鮮
へ
送
還
さ
れ
た
後
に
、
礼
曹
に
よ
っ
て
聴
取
さ
れ
た
証
言
で
あ
る
。

【

史

料

三

宴
琉
球
國
中
山
王
使
者
道
安
子
禮
曹
禮
曹
録
道
安
之
言
以
啓

一
・
去
庚
午
年
貴
國
人
四
名
．
漂
泊
干
臥
蛇
島
島
在
琉
球
・
薩
摩
之
間

半
馬
琉
球
．
半
属
薩
摩
．
故
二
名
則
薩
摩
人
得
之
．
二
名
則
琉
球
國
王
弟
．

領
兵
征
岐
浦
島
而
見
之
．
買
獄
國
王
．
王
置
干
關
内
．
厚
加
撫
Ⅲ
’

一
・
中
山
王
云
．
往
年
．
我
國
人
十
二
名
．
漂
到
朝
鮮
海
邊
丑
山
浦
朝
鮮
厚

待
．
優
給
衣
糧
送
還
我
至
今
深
感
騨
將
二
人
．
常
置
眼
前
厚
給
衣
服
．

飲

食

汝

今

適

來

．

我

甚

喜

之

．

付

汝

送

還

待
舟

飲
食

一
・
琉
球
國
與
薩
摩
和
好
．
故
博
多
人
．
經
薩
摩
往
琉
球
者
未
有
阻
碍

一

．
①

人
之
衣
．
袖
口
梢
寛
．
以
色
絲
刺
繍
袖
口
以
別
尊
卑

四
集
．
故
四
方
之
物
無
不
備
焉
朝
官
衣
服
．
則
與
中
國
人
無
異
無
職

琉
球
國
地
暖
水
田
之
穀
一
年
再
熟
．
土
産
則
只
有
麻
苧
．
而
商
船

近
年
以
來
．
不
相
和
睦
壼
行
擴
掠
故
却
從
大
洋
迄
逼
而
行
．
甚
爲
銀

苦
今
我
等
出
來
時
商
船
二
艘
亦
被
槍
擴
．
因
示
博
多
・
薩
摩
・
琉
球

相
距
地
圖
。

又
録
漂
流
人
萬
年
・
丁
祗
等
所
言
以
啓

~④坐
子
三
層
殿
上
．
群
臣
具
冠
箒
．
拝
干
庭
下
．

一
・
中
原
使
臣
二
船
持
籾
蜜
羊
酒
等
物
到
國
．
中
山
王
弟
．
率
軍
士
．
備
旗

鼓
・
雨
傘
．
出
迎
干
郊
．
入
殿
内
宴
慰
．

一
・
男
子
常
服
袖
廣
如
長
杉
．
尊
者
袖
口
及
衣
上
．
以
五
色
絲
繍
獣
形
衣

色
則
或
黒
或
白
或
紅
婦
人
或
着
廣
袖
衣
如
長
杉
．
或
着
短
襖
及
桾
無
繍

~~~ 一

一
・
庚
午
年
十
二
月

中
居
民
三
十
餘
戸
．
半
属
琉
球
半
属
薩
摩
島
人
率
我
二
人
．
往
水
路
三

日
程
加
沙
里
島
留
十
餘
日
間
琉
球
國
人
甘
隣
伊
伯
也
貴
因
事
到
本
島

見
萬
年
．
箒
歸
干
家
″
翼
日
詣
闘
持
白
青
段
子
各
二
匹
還
家
．
即
率
我
詣

閾
意
必
買
進
我
也
中
山
王
日
．
年
少
可
學
火
筒
使
與
火
筒
三
人
同
虚

有
一
人
入
苧
庫
倫
苧
．
我
適
見
之
．
告
於
管
事
人
．
奏
中
山
王
王
日
．
朝

鮮
人
老
實
因
置
眼
前
凡
鐡
物
・
段
子
・
香
木
・
銅
銭
所
藏
之
庫
使
我

看
守
庫
内
出
入
者
．
脱
衣
見
之
．
留
三
月
間
琉
球
人
完
玉
之
．
又
到
加

沙
里
島
用
銅
銭
買
丁
緑
箒
還
使
喚
同
里
人
．
來
告
萬
年
．
萬
年
即
告

王
．
命
萬
年
乘
駒
往
其
家
率
來
．
用
奴
一
人
換
使
因
與
同
虚
．
賜
羅
衣

各
二
領
一
日
三
時
韻
食
．
一
時
米
二
升
．
留
三
年
間
道
安
等
入
歸
王

日
．
常
欲
解
送
．
然
無
知
路
人
．
汝
其
帯
去
．
若
朝
鮮
喜
之
．
則
諸
虎
漂
來

朝
鮮
人
等
．
亦
皆
刷
還
．

．
琉
球
國
地
媛
．
冬
月
無
氷
雪
毎
年
九
月
播
種
十
一
月
移
種
五
六

月
間
刈
獲
肥
田
則
再
種
結
實
“
清
田
則
已
刈
之
根
生
肇
發
穂
而
已
且

穀
熟
．
則
刈
穗
留
藁
．
以
糞
其
田

・
地
不
平
廣
．
路
多
高
低
．
無
車
輌

、
朝
鮮
人
六
十
餘
、
漂
到
琉
球
．
皆
物
故
只
有
年
老
五
人
生
存
．
其
女
子

皆
與
國
人
交
嫁
々
家
産
富
饒
老
人
等
．
略
曉
朝
鮮
語

同
乘
一
船
．
忽
於
海
中
遭
風
漂
到
臥
蛇
島
康
甫
・
徳
萬
．
皆
病
死
．
島

~
③
父
母
死

琉
球
國
王
．
或
一
二
月
．
一
受
朝
或
一
月
内
再
受
朝
朝
會
時

不
服
喪
．
食
肉
如
常
．
突
不
哀
不
祭
．
不
作
佛
事

②
我
二
人
及
石
乙
石
・
石
今
・
徳
萬
・
康
甫
等
六
名
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以
上
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
簡
単
で
は
あ
る
が
、
卜
麻
寧
等
の
漂
流
の
経
緯
に
つ

い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

で
は
こ
の
二
つ
の
史
料
を
も
と
に
ト
麻
寧
等
の
漂
流
の
経
緯
を
簡
単
に
ま
と
め
て

お
く
。
卜
麻
寧
・
田
皆
が
漂
流
し
た
の
は
一
四
五
○
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

船
に
は
卜
麻
寧
等
合
わ
せ
て
六
人
が
乗
船
し
て
お
り
、
全
員
が
臥
蛇
島
へ
漂
着
す
る

も
二
人
は
病
死
し
て
し
ま
っ
た
。
当
時
の
臥
蛇
島
の
状
況
は
三
○
戸
ほ
ど
の
人
口
で

あ
り
、
島
は
半
分
が
琉
球
に
半
分
は
薩
摩
に
属
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
四
人
の
う

ち
半
数
は
薩
摩
の
人
が
引
き
取
り
、
残
っ
た
ト
麻
寧
と
田
皆
は
船
で
三
日
ほ
ど
の
加

沙
里
島
へ
行
き
、
そ
こ
で
卜
麻
寧
は
琉
球
王
弟
（
あ
る
い
は
そ
の
家
来
と
思
わ
れ
る
）

以
上
が
道
安
・
卜
麻
寧
等
の
証
言
で
あ
る
。
漂
流
の
状
況
や
琉
球
の
習
俗
に
つ
い

て
の
細
か
い
記
述
が
み
ら
れ
る
．
ま
た
、
ト
麻
寧
等
の
送
還
に
際
し
て
道
安
に
持
た

せ
た
琉
球
國
王
の
杏
が
別
の
条
に
あ
る
た
め
、
そ
の
史
料
も
次
に
載
せ
る
。

〔
史
料
二
一

瑞
宗
元
年
四
月
辛
亥
琉
球
國
中
山
王
尚
金
福
使
道
安
來
献
方
物
其
齋
來

杏
文
日
．
擴
ト
麻
寧
等
告
禰
朝
鮮
國
人
民
．
近
年
．
因
爲
邊
海
行
船
．
遇
遭

人
獲
爲
奴
用
去
．
遇
本
國
巡
海
官
船
見
憐
．
將
自
奴
四
人
．
換
買
前
來
‐
爲

此
参
照
係
干
遠
人
．
給
仙
衣
糧
外
．
霜
念
卑
國
．
自
先
祖
王
．
契
通
貴
國

至
今
多
年
本
欲
遣
使
備
船
逓
送
奈
訣
諸
曉
海
道
之
人
．
順
有
日
本
花
島

住
州
送
禮
來
船
其
船
頭
道
安
等
回
還
就
便
韓
付
將
卜
麻
寧
・
田
皆
二
名

前
來
．
煩
與
口
糧
・
脚
力
．
給
親
完
聚
．

（

瑞

宗

元

年

四

月

辛

亥

条

）

大
風
．
漂
流
海
面

~實|圃
一
・
男
子
頭
髪
．
結
干
左
耳
上
．
餘
髪
環
結
干
右
耳
上
．
以
白
布
裏
之
．
如
回

回
之
形
．
婦
人
髪
向
後
作
髻
．
如
我
國
郷
吏
之
髻
小
女
向
後
垂
之
．
冬

月

不

着

媛

襖

衣

牛

馬

四

時

抹

以

青

草

．

（

瑞

宗

元

年

五

月

丁

卯

条

）

短
襖
之
制
~
似
我
國
而
差
長
僧
人
長
杉
．
亦
似
我
國

土
産
則
只
有
麻
苧
．
而
無
木
綿
．
人
戸
十
分
内
一
分
養
蚕
．
然
亦
不

到
於
日
本
薩
摩
州
七
島
娘

船
破
．
人
浮
登
岸
．
彼
本
喚

甘
隣
伊
伯
也
貴
に
連
れ
ら
れ
て
沖
縄
本
島
へ
と
向
か
っ
た
。
こ
の
時
、
琉
球
王
弟
は

岐
浦
島
を
攻
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
数
ヶ
月
後
に
田
皆
と
合
流
し
、
そ
の
後

琉
球
へ
や
っ
て
き
た
日
本
僧
道
安
に
よ
っ
て
朝
鮮
へ
送
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以

上
が
送
還
ま
で
の
お
お
ま
か
な
流
れ
で
あ
る
。

次
に
梁
成
等
と
肖
得
誠
等
の
証
言
を
挙
げ
る
。

【
史
料
三
一

狹
小
．
或
一
二
息
．
南
北
廣
闇
不
見
其
際
大
概
如
長
鼓
之
形
國
無
大
川

國
都
東
北
距
五
日
程
．
有
大
山
山
無
雑
獣
只
有
猪
耳
島
内
置
郡
縣

築
石
城
．
有
官
守
者
一
人
．
道
路
相
距
．
或
一
息
．
或
二
息
．
或
半
息
．
居
民

或
稠
或
稀
．
毎
里
各
有
長
公
私
家
舎
．
無
大
小
．
其
制
皆
如
一
字
．
無
回
互
．

覆
以
茅
草
、
其
國
常
暖
無
霜
雪
冬
寒
如
四
月
草
木
不
彫
落
③
衣
不
綿

緊
．
隈
馬
常
用
青
草
．
夏
日
在
正
北
．

系
．
隈
馬
常
用
青
草
．
夏
日
在
正
北
．

重
．
外
城
有
倉
庫
及
厩
．
中
城
侍
衛
軍
二
百
餘
居
之
．
内
城
有
二
三
層
閣
．
大

船
到
國
住
水
邊
公
館
．
館
距
王
都
五
里
餘
．
館
傍
土
城
．
有
百
餘
家
．
皆
我

村
落
皆
在
城
外
．
島
距
其
國
順
風
二
日
程
．
①

概
如
勤
政
殿
．
其
王
樺
吉
日
．
往
來
居
之
其
閣
覆
以
板
．
板
上
以
鎖
沃
之

國
及
中
原
人
居
之
令
毎
家
輪
日
餉
成
等
．
過
一
月
．
歸
王
城
②
王
城
凡
三

初
丙
子
年
正
月
二
十
五
日
．
船
軍
梁
成
等
．
濟
州
發
船
逢
風
．
二
月
初
二
日

漂
到
琉
球
國
北
面
仇
彌
島
島
周
回
可
二
息
島
内
有
小
石
城
．
島
主
猫
居
之

上
層
藏
珍
寶
㈱
下
層
置
酒
食
、
王
居
中
層
．
侍
女
百
餘
人

一
・
節
日
．
元
日
以
藁
左
索
懸
於
門
上
又
剖
木
爲
束
．
置
於
積
沙
之
上
．

加
餅
器
於
其
中
又
以
松
木
挿
於
束
木
之
間
至
五
日
乃
止
其
俗
謂
之
祈

穰
．
且
置
酒
相
娯
．

一
・
七
月
十
五
日
上
佛
寺
．
記
亡
親
姓
名
．
置
於
案
上
．
莫
米
於
床
．
以
竹

葉
灌
水
於
地
．
僧
則
讃
經
．
俗
則
禮
拝
．

~~~

~師或
有
女
國
人
來
贈
奴
蝉
者
．

．
工
匠
．
只
用
鍔
匠
・
木
手
．
餘
皆
未
見
．

．
鋪
陳
．
莞
草
織
席
．
如
本
朝
．
或
於
中
原
買
來

・
衣
服
飲
食
．
男
服
則
如
本
朝
直
領
之
制
．
但
袖
廣
閼
．
色
尚
黒
白
．
女
服

則
衣
裳
．
一
如
我
國
君
臣
上
下
男
女
．
皆
不
冠
巾
．
徒
跣
而
行
．
無
靴
畦

一
奴
脾
．
日
本
人
．
雌
切
族
皆
實
爲
奴
脾
．
國
王
親
近
使
令
．
皆
所
買
也

梁
成
等
．
留
島
一
月
．
載
貢

其
國
地
勢
．
中
央
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第一尚氏王統後期の琉球

一
・
國
王
葬
禮
．
鑿
巌
爲
曠
，
擴
内
四
面
編
板
立
之
．
遂
窒
棺
．
作
板
門
以

鐺
鎖
使
之
．
墓
前
及
雨
傍
構
屋
．
守
墓
人
居
之
．
環
墓
築
石
城
．
城
有
一
門

凡
人
葬
禮
鑿
擴
窒
棺
同
但
無
構
屋
築
城
等
事
．

一
・
婚
嫁
．
婚
姻
之
時
．
男
家
先
媒
．
約
定
樺
日
男
家
族
女
，
歸
婦
家
．
率

新
婦
還
家
行
禮
其
日
夜
．
雨
家
族
聚
飲
而
散

一
・
祭
．
其
國
無
祭
亨
．

一
・
朝
官
．
凡
用
人
．
蕊
在
位
人
薦
畢
．
官
給
奴
脾
・
土
田
・
家
舎
．
及
軍
器

等
物
如
不
能
拙
之
．
井
收
其
所
給
之
物
．
常
時
．
百
餘
人
在
關
内
．
治
事

五
日
相
遁
又
有
四
五
人
長
番
不
出
若
以
己
意
數
行
出
入
．
則
靴
之
如
上

其
入
番
之
時
皆
受
公
廩
．
其
中
一
人
．
居
首
總
理

一
・
盗
賊
本
國
無
盗
賊
自
日
本
見
實
而
往
者
．
往
往
霜
人
財
物
．
捕
鞠
之
．

一一一 一一 一 一 一

等
物
凡
牛
馬
之
皮
皆
納
官
造
甲
其
食
無
匙
筋
折
翫
草
如
筋
而
食

，
男
子
騎
馬
如
常
婦
人
騎
馬
時
．
並
垂
雨
脚
．
踞
坐
馬
背
．
如
坐
交
床
而

行
．．

銭
貨
所
興
用
者
銭
貨
．
然
不
知
鋳
成
之
法
．
皆
得
於
中
原
而
用
之
丁

丑
年
．
中
原
人
始
來
教
之
．
十
文
准
米
一
升
．

、
商
買
在
沿
江
船
泊
虚
．
日
本
・
女
國
之
人
．
亦
且
來
市
．

~
斗
升
．
升
則
如
我
國
斗
則
或
容
五
升
．
或
容
十
升
．
或
容
三
十
升
．

、
更
鮎
閾
南
門
以
木
爲
漏
器
器
艘
圓
虚
其
中
穿
穴
其
腹
．
量
水
爲

注
．
以
水
壼
爲
度
．
謂
之
一
更
‐
遂
撃
鼓
鼓
數
如
其
更
數
．
人
定
罷
漏

無
異
本
朝
．

α
朝
會
．
遠
方
邑
長
．
樺
吉
日
辨
宴
供
進
闘
庭
．
國
王
在
層
閣
不
下
．
群

臣
在
庭
而
飲
食
．
無
音
樂
．
無
献
爵

・
迎
詔
勅
中
原
詔
勅
及
我
國
書
契
到
國
船
泊
初
面
以
旗
憲
蓋
等
物

爲
儀
仗
又
軍
士
具
甲
冑
出
迎
安
詔
勅
・
書
契
於
馨
嫡
從
傍
撃
鼓
鐵

吹
太
平
篇
迎
入
王
宮
．
王
服
絲
衣
．
着
冠
而
拝
之
坐
．
開
讃
．
國
王
常
在

層
閣
不
下
．
使
婦
人
傳
命
．
俗
無
冠
服
皆
行
膜
拝
．
至
此
下
庭
拝
脆
略

如
鵲
焉

，
喪
葬
．
本
國
王
死
．
一
應
侍
衛
・
臣
民
着
麻
冠
麻
衣
突
之
蓋
哀
．
二
七

日
而
除
⑤
川
員
遭
幻
剛
喪
１
旗
劉
聚
喪
家
弔
突
~
喪
人
着
白
衣
．
皆
三
日

後
食
肉
．
七
日
内
不
殺
生

肖
得
誠
等
八
人
．
今
年
正
月
二
十
四
日
羅
州
發
船
．
二
月
初
四
日
漂
到
琉

球
國
彌
阿
槐
島
島
人
載
酒
肉
來
讃
引
留
此
島
島
人
輪
辨
供
給
島
長
二

息
廣
一
息
許
二
月
大
麥
已
收
刈
小
麥
皆
熟
瓜
茄
亦
已
結
實
．
至
四
月

十
六
日
附
越
琉
球
國
商
船
．
本
月
二
十
七
日
到
本
國
國
王
於
宮
内
南
行

廊
接
置
日
日
召
見
厚
韻
．
七
月
六
日
發
還

一
・
⑨
城
有
三
重
皆
石
築
城
高
如
我
國
都
城
而
梢
高
．
城
門
亦
如
我
國

一
、
禽
獣
其
畜
則
有
牛
馬
猪
難
犬
其
禽
則
有
鴉
雀
其
俗
好
玩
鶏
鵡
常

於
中
原
買
來
．

一
・
水
陸
産
．
産
於
水
者
但
魚
物
耳
．
産
於
陸
者
．
柚
橘
柑
耳

一
・
軍
士
．
以
軍
士
百
餘
爲
額
更
日
逓
直
然
其
原
數
則
未
易
悉
知
但

軍
装
・
甲
冑
無
異
本
朝
以
鐵
作
片
．
其
薄
如
紙
附
於
甲
領
如
護
項

之
様
又
以
鐵
作
人
面
着
於
面
上
．
形
如
假
面
環
刀
・
楯
・
槍
無
異

本
朝
但
以
鐵
爲
四
枝
之
刃
．
其
形
屈
曲
．
以
木
二
丈
許
作
柄
用
之
．
其

俗
謂
之
拘
斬
遠
虚
罪
人
之
兵
．

一
・
火
筒
其
大
小
及
禮
制
一
如
本
國
之
制
．

一
・
弓
矢
．
以
桑
木
爲
弓
．
以
苧
爲
絃
．
矢
則
如
本
朝
磨
箭
或
有
以
竹
爲
雛

者一
・
⑦
交
隣
中
原
及
日
本
國
・
女
國
相
通
然
不
數
數

一
・
中
原
程
途
因
東
南
風
舟
行
七
日
乃
到
日
本
程
途
順
西
風
舟
行

十

八

日

乃

到

一
・
③
攻
戦
．
國
東
有
二
島
．
一
日
池
蘇
．
一
日
吾
時
麻
．
皆
不
降
附
吾
時

一一一

其
城
回
互
．
如
曲
水

麻
則
攻
討
歸
順
．
今
已
十
五
餘
年

、收
⑥之

大
則
裁
之
．
小
則
流
子
他
島
其
推
鞠
之
法
無
答
杖
但
重
置
雨
板
於
地

侠
罪
人
之
脚
結
其
両
端
．
使
人
登
而
揺
之
．
一
端
不
過
三
人
．

．
農
桑
‐
諸
穀
皆
有
．
但
無
小
豆
・
木
麥
・
某
豆
．

、
無
桑
・
麻
・
木
綿
但
有
生
苧
．
其
長
二
丈
許
一
年
三
取
之
．

．
旱
田
・
水
田
不
用
耒
絹
以
手
治
之
毎
於
十
月
苗
種
翼
年
正
月

分
苗
種
之
．
及
五
月
而
熟
刈
其
穂
不
取
其
藁
其
藥
苗
又
盛
十
月
再

收
之
．
治
田
但
以
鋪
不
用
耒
紹
．

所
産
金
銀
不
産
買
於
南
蟹
・
日
本
用
之

雨
城
相
距
．
如
一
匹
布
長

池
蘇
則
銅
銅
致
討

猶
不
服
從
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一
・
國
王
年
三
十
三
歳
．

一
・
國
王
有
子
四
人
．
長
子
年
十
五
許
．
餘
皆
幼
．
長
子
出
入
時
，
軍
士
十
餘

人
侍
從
之
．
王
子
不
與
國
王
同
虎
．
別
在
他
所

一
・
⑪
奮
宮
在
所
居
宮
城
南
其
層
閣
城
郭
制
度
與
常
居
宮
同
時
時
往

~~ ~~ ~~ ~~
~~~ ~~~ ~~

廊
睡
周
回
連
接
間
數
不
能
知
悉
”
軍
士
留
宿
焉
．
朝
會
及
罪
囚
鞘
問
時

．
國
王
燕
居
或
用
紅
白
網
．
或
用
黒
絹
裏
頭
若
出
入
則
着
倭
笠
状
如

本
國
女
竹
笠
．
内
紅
外
黒
服
飾
與
朝
官
無
別

，
毎
五
日
一
朝
會
．
左
右
各
立
一
大
旗
無
他
儀
仗
．
朝
官
入
庭
．
合
掌
三

拝
．
其
日
．
人
民
持
酒
桶
．
來
納
於
宮
．
又
納
生
苧
．

，
民
居
稠
密
比
屋
連
塙
街
路
甚
狹
．
人
家
好
種
植
松
椋
二
樹

．
⑫
衣
服
制
度
一
如
倭
服
但
不
着
袴
其
服
用
段
子
・
紗
絹
及
苧
布
．

男
女
同
服
．

、
其
俗
常
侃
大
小
二
刀
．
飲
食
起
居
不
離
於
身
．
刀
形
與
本
國
環
刀
同

，
上
下
男
女
竝
皆
徒
跣
而
無
靴
鮭
但
城
外
着
畦
．
如
倭
鮭
．
入
宮
城
不

着
雌
城
外
．
若
見
尊
長
則
亦
脱
去

（

術

〉

~
男
子
椎
髻
在
頭
左
．
女
子
椎
髻
在
脳
後
當
不
冠
巾
‐
雨
日
或
着
倭
笠

或
着
櫻
葉
．
或
着
既
杉
．
或
着
蓑
衣
．

．
朝
官
緑
俸
．
毎
五
日
一
頒
．

、
外
城
内
有
倉
庫
及
内
厩
常
養
大
馬
六
匹

皆
着
甲
騎
馬
所
執
兵
．
或
弓
矢
．
或
槍
．
或
劒
．
或
有
形
如
鉤
者
．
前
後

來
．
或
二
三
日
或
四
五
日
留
居
焉
．
國
王
行
時
．
侍
衛
軍
士
約
三
百
餘

少
三
子
在
前

雑
列
而
行
國
王
或
乘
輻
．
或
乘
馬
侍
衛
軍
士
唱
歌
．
曲
節
如
農
歌
年

軍
士
着
甲
侍
衛
．
又
着
面
甲
．
如
假
面
形
．
以
鐵
作
雨
角
．
状
如
鹿
角
．
沃

以
金
銀
．
以
鐵
作
行
縢
．
束
其
雨
脚

酒
庫
．
分
書
其
額
．
又
置
軍
器
庫
．
鐵
甲
・
槍
・
剣
・
弓
矢
．
充
初
其
中

⑩
國
王
居
於

諸
穀
皆
有
．

其
畜
有
牛
馬
難
犬
獣
有
樟
鹿
禽
有
燕
鶯
鴉
鳩
黄
雀
無
虎
豹

其
菜
．
有
葱
韮
蒜
薑
羅
菖
高
苣
芭
蕉
襄
荷
芋
薯
萸
．

”

一
於
江
邊
築
城
．
中
置
酒
庫
房
内
排
列
大
甕
．
酒
鰺
盈
溢
．
一
二
三
年

長
子
於
後
從
之

一
層
閣
其
閣
皆
著
丹
艫
．
覆
以
板
毎
鷲
頭
以
蝋
沃
之

三
、
証
言
か
ら
み
る
国
内
状
況

で
は
漂
流
民
の
証
言
を
も
と
に
当
時
の
琉
球
の
国
内
状
況
を
み
て
い
き
た
い
。
ま

ず
王
城
で
あ
る
首
里
城
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

卜
麻
寧
等
・
梁
成
等
・
肖
得
誠
等
の
三
グ
ル
ー
プ
の
漂
流
民
は
い
ず
れ
も
共
通
し

て
王
城
に
つ
い
て
の
証
言
を
残
し
て
い
る
。
卜
麻
寧
等
の
証
言
（
史
料
一
傍
線
④
）

で
は
王
城
は
三
層
の
建
築
物
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
、
そ
の
直
後
に
や
っ
て
き
た
梁
成

等
・
肖
得
誠
等
の
証
言
に
は
よ
り
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
梁
成
等
の
証
言
（
史

料
三
傍
線
②
）
に
よ
れ
ば
上
層
に
は
宝
物
を
収
め
、
中
層
に
は
国
王
が
住
み
、
下
層

に
は
酒
や
食
料
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
屋
根
は
板
葺
き
で
侍
女
は

一
○
○
人
程
度
で
あ
る
。
中
で
も
屋
根
が
板
葺
き
で
あ
る
と
い
う
箇
所
は
続
く
肖
得

誠
等
の
証
言
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
肖
得
誠
等
の
証
言
（
史
料
三
傍
線
⑨
⑩
）
に
は

正
殿
は
二
階
建
て
の
建
物
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
す
で
に
挙
げ
た
二
つ
の
証
言

と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
肖
得
誠
等
の
見
間
違
い
で

あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
滞
在
期
間
が
他
の
漂
流
民

と
比
べ
て
数
ヶ
月
と
短
く
、
隅
々
ま
で
正
殿
を
観
察
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

以
上
が
梁
成
等
と
肖
得
誠
等
の
証
言
で
あ
る
。
道
安
・
卜
麻
寧
等
の
証
言
と
比
べ

て
よ
り
多
く
の
情
報
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

~ ~~一~~

．
南
蟹
在
國
正
南
．
順
風
則
可
三
月
乃
到
日
本
圃
在
國
東
南
“
順
風
則

可
五
日
乃
到
中
原
在
國
西
順
風
則
可
二
十
日
乃
到
云

，
但
凡
盗
賊
威
裁
之
．
或
國
王
親
鞠
．
軍
士
掌
去
城
外
殺
之
．
或
於
官
府
．

有
司
治
而
殺
之
．

‐
水
産
惟
魚
物
在
陸
者
惟
梨
栗
桃
櫻
松
橡
倭
橘
樹
而
已
．

~
初
到
彌
抄
槐
島
本
島
人
．
與
隣
近
屈
伊
麻
島
・
日
南
浦
島
・
時
麻
子
島
・

子
甘
島
．
五
島
人
民
互
相
往
來
飲
酒
毎
相
往
時
必
請
肖
得
誠
等
．
厚

慰
之
．

（

世

柤

八

年

二

月

辛

巳

条

）

船
隻
‐
常
患
蛆
食
．
於
江
邊
．
作
草
舍
入
置
焉~

⑭
市
在
江
邊
．
南
蟹
・
日
本
國
・
中
原
商
船
來
互
市
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第一尚氏王統後期の琉球

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
四
年
半
も
の
期
間
に
渡
っ
て

滞
在
し
て
い
た
梁
成
等
の
証
言
で
す
ら
も
「
有
二
三
層
閣
」
と
は
っ
き
り
し
な
い
記

述
を
し
て
お
り
、
外
見
か
ら
で
は
何
階
建
て
の
建
物
な
の
か
区
別
が
つ
き
に
く
か
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
現
在
再
現
さ
れ
て
い
る
首
里
城
正
殿
も
よ
く
見
れ
ば
三
階
建
て

の
建
物
と
判
別
で
き
る
が
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
二
階
建
て
に
見
え
な
く
も
な
い
。

梁
成
等
が
琉
球
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
正
殿
を
改

築
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
や
は
り
梁
成
等
と
肖
得
誠
等
の
見
た
正
殿
は
同
じ
も
の

と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
肖
得
誠
等
の
証
言
か
ら
は
他
の
二
つ
の
証
言
に
は

な
い
正
殿
の
情
報
が
み
て
と
れ
る
。
一
つ
は
正
殿
が
朱
色
の
顔
料
で
塗
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
も
う
一
つ
は
正
殿
に
細
長
い
建
物
が
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在

の
首
里
城
も
朱
色
で
塗
装
さ
れ
て
お
り
、
正
殿
に
南
殿
・
北
殿
・
奉
神
門
が
連
結
し

て
周
回
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
外
見
か
ら
何
階
建
て
の
建
物
か
わ
か
り
に
く

い
と
い
う
こ
と
も
含
め
、
唐
破
風
と
瓦
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
在
の
首
里
城
と

よ
く
似
た
形
を
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
梁
成
等
の
証
言
か
ら
王
が
王

城
に
常
時
住
ん
で
い
な
い
こ
と
、
肖
得
誠
等
の
証
言
（
史
料
三
傍
線
⑪
）
か
ら
王
は

旧
宮
と
呼
ば
れ
る
建
物
を
行
き
来
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
旧

宮
と
は
居
住
し
て
い
る
城
の
南
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
首
里
の
北
に
位
置

す
る
浦
添
グ
ス
ク
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
証
言
か
ら
、
旧
宮
は
首
里
城
に
匹
敵
す

る
大
型
グ
ス
ク
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
そ
の
た
め
旧
宮
と
は
山
南
王
の
居

（

Ⅱ

）

城
で
あ
っ
た
大
里
グ
ス
ク
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
説
が
あ
る
。
こ
の
時
代
、
首
里
城

だ
け
で
な
く
旧
宮
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
も
重
要
な
役
割
が
あ
り
、
王
は
こ
れ
ら
二
つ

の
場
所
を
交
互
に
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

次
に
王
城
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
ま
ず
沖
縄
本
島
の
土
産
と
し

て
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
苧
麻
が
あ
る
（
史
料
一
傍
線
①
⑤
、
な
お

傍
線
①
は
道
安
の
証
言
）
。
苧
麻
は
イ
ラ
ク
サ
科
の
多
年
草
を
指
し
て
お
り
、
年
に

三
回
収
穫
で
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
苧
麻
の
み
で
あ
っ
た
の
か
は
断
言
で
き
な

い
が
、
こ
れ
ら
証
言
を
参
考
に
考
え
て
み
る
と
、
沖
縄
の
気
候
が
大
き
く
影
響
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
卜
麻
寧
等
の
証
言
の
中
に
、
冬
で
も
暖
襖
衣
を
着
な
い
、
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
梁
成
等
も
衣
に
綿
は
使
わ
な
い
と
証
言
し
て
い
る
（
史
料
三
傍

線
③
）
。
冬
で
も
暖
か
い
沖
縄
本
島
で
は
綿
よ
り
も
麻
の
方
が
需
要
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
肖
得
誠
等
の
証
言
（
史
料
三
傍
線
⑫
）
に
は
、
絹
織
物
と
苧
麻
を
使
っ
て

衣
が
作
ら
れ
て
い
た
と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
一
般
的
に
は
苧
麻
が
使
わ
れ

て
い
た
が
、
ト
麻
寧
等
の
証
言
の
中
に
あ
る
蚕
を
養
う
民
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
絹

も
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
証
言
内
で
の
苧
麻
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
に
若
干
の
違
和
感
を
持
っ

た
。
と
い
う
の
も
道
安
は
、
土
産
は
苧
麻
し
か
な
い
が
、
各
地
か
ら
船
が
集
ま
り
手

に
入
ら
な
い
も
の
は
な
い
、
と
証
言
し
て
い
る
の
に
対
し
て
卜
麻
寧
等
は
、
土
産
は

苧
麻
し
か
な
く
蚕
を
養
っ
て
い
る
家
も
あ
る
が
裕
福
で
は
な
い
、
と
証
言
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
苧
麻
し
か
な
く
と
も
何
で
も
手
に
入
る
と
証
言
す
る
道
安
に
対
し
、

苧
麻
し
か
な
く
裕
福
で
は
な
い
と
証
言
す
る
ト
麻
寧
等
と
で
は
大
き
く
印
象
が
変
わ

っ
て
く
る
。
卜
麻
寧
等
の
証
言
の
中
に
は
も
う
一
つ
特
徴
的
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

は
喪
葬
に
関
す
る
証
言
（
史
料
一
傍
線
③
）
で
あ
る
。
ト
麻
寧
等
は
、
父
母
が
死
ん

で
も
喪
に
服
さ
ず
、
肉
を
食
べ
、
泣
き
叫
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
挙
哀
せ
ず
、
祭
祀
を

せ
ず
、
仏
事
も
し
な
い
、
と
証
言
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
数
年
後
に
沖

縄
本
島
へ
や
っ
て
き
た
漂
流
民
の
梁
成
等
の
証
言
（
史
料
三
傍
線
⑤
）
で
は
、
国
王

の
葬
儀
や
一
般
の
民
の
葬
儀
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
琉
球
人
は
喪
に
服
さ
な
い

と
い
う
ト
麻
寧
等
の
証
言
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
証
言
は
数

年
の
違
い
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
卜
麻
寧
等
が
帰
国
し

て
か
ら
梁
成
等
が
来
る
ま
で
の
間
に
突
然
葬
儀
の
風
俗
が
生
ま
れ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
ど
ち
ら
か
の
漂
流
民
が
偽
っ
た
証
言
を
し
て
い
る
と
考
え
る
よ
り
は
、
こ
の
二

つ
の
状
況
が
沖
縄
本
島
内
に
は
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当

時
の
沖
縄
本
島
の
中
に
は
生
活
水
準
に
か
な
り
の
差
が
あ
り
、
葬
儀
を
行
う
民
間
人

も
い
れ
ば
、
葬
儀
の
文
化
を
持
た
な
い
民
間
人
も
い
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
先
述

し
た
苧
麻
の
件
を
考
え
て
み
て
も
、
卜
麻
寧
等
は
生
活
水
準
が
低
い
人
々
の
生
活
を

証
言
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
「
古
琉
球
社
会
を
均
質
・
均
一
な
社
会
と
見
て
は
な
ら

な
い
。
港
湾
を
含
む
首
里
・
那
覇
一
帯
の
王
都
が
突
出
し
、
そ
の
他
の
地
域
は
草
深

（

Ｍ

）

い
村
落
社
会
で
あ
っ
た
」
と
い
う
豊
見
山
和
行
の
指
摘
通
り
、
王
都
の
み
が
発
展
し

て
い
た
こ
と
が
こ
の
証
言
か
ら
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
漂
流
民
と
道
安
は
共
通
し
て
衣
服
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
る
（
史
料
一
傍
線

①
）
。
中
で
も
ト
麻
寧
等
の
証
言
と
道
安
の
証
言
か
ら
は
衣
服
の
袖
口
の
刺
繍
に
よ

っ
て
尊
卑
を
分
け
て
い
る
と
い
う
証
言
を
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
琉
球
の
中
に
身

分
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
を
視
覚
化
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
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し
な
が
ら
前
述
し
た
よ
う
に
古
琉
球
社
会
は
港
や
王
都
の
み
が
発
展
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
、
こ
の
刺
繍
に
よ
る
身
分
は
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
の
人
が
行
っ
て
い
た
文
化

な
の
か
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

次
に
こ
の
時
代
に
首
里
と
同
じ
く
発
展
し
て
い
た
那
覇
に
つ
い
て
触
れ
る
。
梁
成

等
の
証
言
（
史
料
三
傍
線
①
）
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
滞
在
し
た
水
辺
の
公
館
に
つ
い

て
、
そ
の
公
館
の
近
く
の
土
城
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
中
に
住
む
家
や
人
々
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
士
城
に
は
中
国
人
・
朝
鮮
人
が
住
ん
で
い
る
と
証
言

（

脚

）

し
て
お
り
久
米
村
の
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
に
、
肖
得
誠
等
の
証
言
（
史

料
三
傍
線
⑬
）
か
ら
は
水
辺
に
城
を
造
り
そ
の
中
に
は
酒
庫
や
武
器
庫
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
御
物
グ
ス
ク
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

Ⅲ

）

先
行
研
究
に
よ
り
那
覇
が
奴
隷
市
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

那
覇
に
関
す
る
証
言
か
ら
も
奴
脾
の
存
在
な
ど
を
み
る
事
が
出
来
る
。
梁
成
等
の
証

言
（
史
料
三
傍
線
④
）
か
ら
は
日
本
人
や
女
国
人
が
琉
球
国
王
に
奴
隷
を
送
っ
て
く

る
こ
と
、
ま
た
王
城
の
中
に
は
多
く
の
奴
隷
が
い
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
い
く
つ
か
証
言
か
ら
み
て
と
れ
る
国
内
の
状
況
を
挙
げ
た
。
他
に
も
多
く

の
証
言
が
あ
り
、
琉
球
人
が
日
本
刀
を
下
げ
て
い
る
こ
と
、
婚
約
・
葬
儀
の
作
法
な

ど
、
多
く
の
国
内
状
況
が
わ
か
る
が
、
以
上
に
と
ど
め
て
お
く
。

最
後
に
第
一
尚
氏
王
統
後
期
、
中
で
も
尚
泰
久
王
代
は
沖
縄
本
島
の
中
に
多
く
の

寺
社
が
建
立
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
琉
球
の
正
史
『
中
山
世
譜
』
に
は
以
下
の
よ

う
に
あ
る
。

【
史
料
四
一

景
泰
年
間
。
一
僧
至
國
。
諒
承
嘘
。
字
芥
隠
。
日
本
平
安
城
人
也
。

王
命
輔
臣
。
新
構
三
寺
。
一
日
廣
嚴
。
（
今
存
）
一
日
普
門
。
一
日
天
龍
。
（
倶

今

不

存

）

令
芥
隠
和
尚
。
爲
開
山
正
住
持
。
而
輪
流
居
焉
。

王
受
其
教
。
禮
待
甚
優
。
而
國
人
崇
佛
重
僧
。
由
是
。
王
大
喜
。
景
泰
・
天
順

間
。
卜
地
干
各
虎
。
多
建
寺
院
。
井
鋳
巨
鐘
。
懸
干
各
寺
。
朝
夕
令
諸
僧
。
談

經
説
法
。
琴
漉
禮
佛
。
以
祈
昇
平
之
治
。

雌
漢
明
・
梁
武
。
亦
無
能
出
子
其
右
焉
。
誠
此
我
國
佛
法
之
明
君
也
。
（
即
今

禁
中
。
或
寺
廟
。
所
有
巨
鐘
。
乃
景
泰
・
天
順
間
。
尚
泰
久
王
所
鋳
也
）

芥
隠
と
い
う
日
本
僧
が
琉
球
へ
や
っ
て
き
て
多
く
の
寺
社
を
建
立
し
た
こ
と
、
ま

四
、
証
言
か
ら
み
る
対
外
関
係

先
述
し
た
よ
う
に
琉
球
王
国
は
明
・
清
と
の
冊
封
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
中
で
も

第
一
尚
氏
王
統
以
前
の
琉
球
は
明
と
の
朝
貢
貿
易
と
朝
貢
国
各
地
と
の
中
継
貿
易
に

よ
っ
て
大
き
な
利
益
を
得
て
発
展
し
た
。
高
良
倉
吉
は
琉
球
の
貿
易
が
発
展
し
た
三

（

〃

）

っ
の
要
素
を
以
下
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。
即
ち
、
①
明
朝
の
海
禁
政
策
が
中
国
人

商
人
の
海
外
渡
航
を
大
き
く
阻
害
し
、
そ
れ
ら
が
後
退
し
た
分
だ
け
、
新
興
勢
力
で

あ
っ
た
琉
球
が
発
展
し
た
こ
と
。
②
琉
球
は
中
国
皇
帝
か
ら
大
型
の
ジ
ャ
ン
ク
船
を

無
料
で
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
航
海
術
に
長
け
た
中
国
人
ス
タ
ッ
フ
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
。
③
琉
球
の
対
外
貿
易
は
国
家
が
主
体
の
中
継
貿
易
と
い
う
特
徴
を
持

っ
て
い
た
こ
と
。
と
い
う
三
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
補
足
を
し
て
お
く
．
最
初
に
中
山
王
察
度
が
明
に
入
貢

し
、
朝
貢
関
係
を
結
ん
だ
の
は
一
三
七
二
年
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
明
は
す

で
に
主
要
な
周
辺
国
と
朝
貢
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
あ
え
て
琉
球
に
使
者
を
送
り
入

貢
を
促
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
に
と
っ
て
海
禁
の
徹
底
と

海
防
の
強
化
を
図
る
上
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
当
時
の
国
際
問
題
で
あ
っ
た
倭
冠

勢
力
と
中
国
の
密
貿
易
勢
力
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
取
り
締
ま
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
琉
球
で
あ
り
、
海
禁
下
で
は
密
貿
易
者
に
な
っ
て
し
ま
う
海

（

略

）

商
の
た
め
の
「
受
け
皿
」
と
し
て
琉
球
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。

た
王
で
あ
る
尚
泰
久
が
そ
の
教
え
を
受
け
、
琉
球
国
内
に
仏
教
が
広
ま
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
尚
泰
久
王
代
に
鋳
造
さ
れ
た
「
万
国
津
梁
の
鐘
」
に
も
仏
教
に
つ

い
て
の
内
容
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
琉
球
と
仏
教
は
強
い
つ
な
が
り
を
持

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
に
こ
こ
ま
で
仏
教
が
広
ま
っ
た
理
由
と
し
て
、

知
名
定
寛
は
尚
泰
久
が
仏
教
事
業
を
盛
ん
に
行
っ
た
背
景
に
は
「
芥
隠
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
日
本
禅
林
界
と
の
関
係
を
持
つ
僧
侶
の
外
交
手
腕
に
、
日
本
と
の
効
率
的

（

脂

）

な
交
易
を
期
待
す
る
と
い
う
事
情
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
知
名
は
、
対
外
貿
易
が
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
琉
球
は
、
王
国
を
安
定

し
て
運
営
し
て
い
く
た
め
に
、
多
く
の
外
交
僧
を
必
要
と
し
、
「
そ
の
よ
う
な
僧
侶

の
招
致
・
確
保
・
育
成
の
受
け
皿
と
し
て
の
具
体
策
が
数
多
く
の
寺
院
建
立
と
梵
鐘

（

川

）

鋳
造
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
仏
教
興
隆
政
策
だ
っ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
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第一尚氏王統後期の琉球

確
定
対
策
と
し
て
朝
貢
関
係
を
結
ん
だ
琉
球
に
対
し
て
明
は
多
く
の
優
遇
策
を
行

っ
た
。
一
つ
目
は
琉
球
の
貢
期
（
朝
貢
時
期
）
の
制
限
を
設
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
他
の
朝
貢
国
は
朝
貢
す
る
時
期
が
決
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
琉
球
は
い
つ

で
も
朝
貢
し
て
よ
い
と
い
う
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
二
つ
目
は
明
初
期
に
は
琉

球
の
貢
道
（
朝
貢
す
る
際
の
入
国
場
所
）
の
制
限
が
ほ
ぼ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
応
泉
州
と
決
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
様
々
な
場
所
か
ら
入
国
し
て
お
り
、
そ
こ
ま

で
縛
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
に
は
海
船
の
下
賜
が
挙

げ
ら
れ
る
。
琉
球
は
数
多
く
の
大
型
ジ
ャ
ン
ク
船
を
中
国
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
て
お

り
、
朝
貢
国
の
中
で
も
こ
れ
だ
け
の
量
の
船
が
下
賜
さ
れ
た
の
は
琉
球
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
琉
球
優
遇
策
の
一
環
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
「
閏
人
三
十
六
姓
」
の
下

賜
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
多
く
の
疑
問
が
存
在
し
て
お
り
信
遍
性

（

抑

）

に
欠
け
る
。
「
閏
人
三
十
六
姓
」
と
は
琉
球
王
国
に
存
在
し
た
華
僑
集
団
の
こ
と
で
あ

り
、
通
事
や
航
海
技
術
者
な
ど
朝
貢
貿
易
に
欠
か
せ
な
い
人
材
と
し
て
活
躍
し
、
現

在
の
那
覇
に
久
米
村
と
い
う
唐
人
街
を
形
成
し
、
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
い
た
。
②
に

挙
げ
ら
れ
た
「
航
海
術
に
長
け
た
中
国
人
ス
タ
ッ
フ
」
と
は
彼
ら
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
・
閏
人
は
福
建
人
を
意
味
し
、
「
三
十
六
」
は
具
体
的
な
数
字
で
は
な
く
「
数
多
く
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
た
め
、
多
く
の
福
建
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

「
閾
人
三
十
六
姓
」
の
下
賜
が
最
初
に
記
述
さ
れ
た
の
は
琉
球
の
正
史
「
中
山
世
鑑
」

で
あ
り
、
一
三
九
二
年
に
中
国
皇
帝
に
よ
っ
て
下
賜
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
下
賜

と
い
う
公
的
な
形
を
と
っ
た
以
上
は
明
の
記
録
で
あ
る
『
明
実
録
』
に
残
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
『
明
実
録
」
に
は
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
時
代
史

料
の
裏
付
け
が
と
れ
な
い
た
め
、
「
閏
人
三
十
六
姓
」
の
下
賜
は
確
か
な
史
実
と
は

（

副

）

い
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
閏
人
三
十
六
姓
」
の
下
賜
と
い
う
ほ
ど
大
掛
か
り

で
は
な
い
に
し
ろ
、
『
歴
代
寶
案
』
な
ど
の
同
時
代
史
料
の
中
に
派
遣
中
国
人
が
存

（

”

や

）

在
し
て
い
た
事
実
も
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
彼
ら
が
拠

点
と
し
て
い
た
久
米
村
も
、
「
閏
人
三
十
六
姓
」
の
下
賜
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と

い
う
よ
り
は
、
真
栄
平
房
昭
の
指
摘
通
り
「
ア
ジ
ア
各
地
に
お
け
る
広
範
な
華
僑
社

会
の
成
立
と
展
開
と
い
う
時
代
的
潮
流
の
一
環
と
し
て
、
琉
球
で
自
然
発
生
的
に
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
『
華
僑
社
会
」
の
一
形
態
」
と
と
ら
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
と
考
え

（

”

）

ら
れ
る
。
実
際
に
海
禁
以
前
か
ら
ア
ジ
ア
各
地
の
貿
易
港
に
は
中
国
人
居
留
地
が
形

（

別

）

成
さ
れ
始
め
て
お
り
、
貿
易
活
動
を
営
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。

続
い
て
第
一
尚
氏
王
統
後
期
の
朝
貢
貿
易
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
は
朝
貢
貿
易
が
衰
退
し
た
理
由
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
暴
力
的
な
商
行
為
が
交
易

秩
序
を
乱
し
た
こ
と
、
明
朝
の
弱
体
化
に
よ
り
解
禁
が
形
骸
化
し
た
こ
と
、
の
二
点

（

露

）

だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
一
六
世
紀
後
期
に
な
り
朝
貢
貿
易
は
衰
退
し
て
い

っ
た
の
で
あ
り
、
第
一
尚
氏
王
統
の
後
期
は
「
万
国
津
梁
の
鐘
」
が
掛
け
ら
れ
た
時

期
で
も
あ
り
、
朝
貢
貿
易
の
繁
栄
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
こ
れ
に
つ
い
て
岡
本
弘
道
は
、
『
歴
代
寶
案
』
か
ら
確
認
で
き
る
朝
貢
船
派
遣
頻

度
に
加
え
『
明
実
録
』
か
ら
確
認
で
き
る
朝
貢
頻
度
を
ま
と
め
、
「
琉
球
の
対
明
朝
貢

貿
易
の
最
盛
期
は
遅
く
と
も
一
四
五
○
年
代
以
前
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（

調

）

い
」
と
結
論
付
け
た
。
つ
ま
り
第
一
尚
氏
王
統
後
期
は
す
で
に
朝
貢
貿
易
が
衰
退
を

始
め
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
岡
本
は
衰
退
の
理
由
と
し
て

明
の
対
琉
姿
勢
の
変
化
を
挙
げ
て
い
る
。
倭
冠
対
策
と
し
て
朝
貢
関
係
を
結
ん
だ
琉

球
は
明
朝
の
優
遇
策
を
受
け
大
き
く
発
展
し
た
が
、
「
倭
冠
の
活
動
が
ま
ば
ら
に
な

り
、
明
朝
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
で
は
な
く
な
っ
た
時
、
琉
球
へ
の
優
遇
政
策
は
次

第
に
後
退
し
て
ゆ
き
、
琉
球
の
朝
貢
貿
易
活
動
も
制
約
を
受
け
る
こ
と
」
と
な
っ
た

（

”

）

と
し
て
い
る
。

で
は
明
が
琉
球
優
遇
政
策
を
後
退
さ
せ
朝
貢
貿
易
が
衰
退
を
は
じ
め
た
こ
の
時
代

に
琉
球
は
そ
の
他
の
地
域
と
は
ど
の
よ
う
な
対
外
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
朝
鮮
と
の
関
係
を
み
て
い
く
。
そ
も
そ
も
琉
球
と
朝
鮮
と
の
関
係
は
一
三

八
九
年
に
、
中
山
王
察
度
が
倭
冠
に
よ
っ
て
虜
掠
さ
れ
た
朝
鮮
人
を
返
還
し
、
硫
黄
．

蘇
木
・
胡
椒
・
甲
を
献
上
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
通
交
関
係
は

一
四
三
一
年
の
尚
巴
志
に
よ
る
使
者
を
最
後
に
二
二
年
に
わ
た
っ
て
途
絶
え
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
高
瀬
恭
子
は
「
こ
の
時
期
は
一
年
に
一
回
、
時
に
は
年
に
二
、
三
回

も
明
に
朝
貢
し
、
暹
羅
や
三
仏
斉
・
爪
畦
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
し
ば
し
ば
遣

船
し
て
お
り
、
朝
鮮
に
派
遣
す
る
船
が
不
足
し
て
い
た
」
可
能
性
と
「
明
と
の
朝
貢

貿
易
の
隆
盛
に
よ
り
、
朝
鮮
へ
交
易
を
求
め
る
必
要
が
小
さ
か
っ
た
」
可
能
性
、
そ

し
て
「
朝
鮮
へ
の
航
路
に
当
た
る
九
州
沿
海
が
、
日
本
の
守
護
大
名
の
対
立
抗
争
に

よ
り
、
琉
球
船
に
と
っ
て
安
全
を
欠
く
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い

（
銘
）る
。
こ
の
途
絶
え
て
い
た
通
行
関
係
が
一
四
五
三
年
に
二
二
年
ぶ
り
に
再
開
さ
れ

る
。
そ
れ
が
史
料
一
、
二
に
挙
げ
た
日
本
人
僧
道
安
に
よ
る
漂
流
民
・
ト
麻
寧
等
の

送
還
で
あ
り
、
倭
人
が
琉
球
の
使
者
と
し
て
朝
鮮
に
送
ら
れ
た
最
初
の
例
で
あ
る
。
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こ
の
後
し
ば
ら
く
、
朝
鮮
に
送
ら
れ
る
琉
球
の
使
者
を
道
安
が
担
う
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
卜
麻
寧
等
の
漂
流
の
経
緯
が
ま
と
め
ら
れ
た
史
料
二
か
ら
は
、
博
多
の
僧

で
あ
っ
た
道
安
が
琉
球
の
使
者
と
し
て
や
っ
て
き
た
理
由
が
わ
か
る
。
琉
球
に
は
朝

鮮
ま
で
の
海
路
を
知
る
者
が
お
ら
ず
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
海
路
を
知
る
道
安
が
や

っ
て
き
た
た
め
彼
ら
に
漂
流
民
を
託
し
た
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
み
れ
ば
、

た
ま
た
ま
琉
球
に
や
っ
て
き
た
道
安
に
漂
流
民
送
還
を
依
頼
し
た
た
め
、
日
本
人
が

琉
球
の
使
者
で
あ
っ
た
の
は
偶
然
か
つ
一
過
性
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
現
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
第
一
尚
氏
王
統
後
期
に
は
道
安
を
含
む
日
本
人

が
、
琉
球
の
使
者
と
し
て
朝
鮮
へ
送
ら
れ
続
け
た
。
琉
球
に
は
な
ん
ら
か
の
狙
い
が

あ
っ
て
、
朝
鮮
と
の
外
交
を
再
開
し
、
そ
の
使
者
を
日
本
人
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

琉
朝
関
係
の
性
質
に
つ
い
て
田
中
健
夫
は
、
二
回
を
除
き
他
の
す
べ
て
の
交
渉
は

（

鋤

）

琉
球
が
申
し
出
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
琉
朝
関
係
に
積
極
的
な
琉
球

と
、
そ
う
で
は
な
い
朝
鮮
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
関
係
が
成
り
立
っ
た
理

由
と
し
て
田
中
は
、
被
虜
人
の
送
還
と
い
う
課
題
が
両
国
間
に
存
在
し
続
け
た
こ
と

を
指
摘
し
、
朝
鮮
に
と
っ
て
は
積
極
的
に
は
な
れ
な
い
が
無
関
心
で
も
い
ら
れ
な
い

状
況
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

最
後
に
漂
流
民
の
証
言
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
対
外
関
係
に
触
れ
て
み
た
い
。

証
言
の
中
に
は
那
覇
に
や
っ
て
く
る
国
々
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ

り
、
梁
成
・
肖
得
誠
の
証
言
（
史
料
三
傍
線
⑥
⑦
⑭
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
証
言
の
中

に
み
ら
れ
る
国
は
中
原
（
明
）
・
日
本
・
南
蛮
・
女
国
で
あ
る
。
女
国
に
関
し
て
は

具
体
的
に
ど
こ
の
国
を
指
し
て
い
る
の
か
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
東
南
ア

ジ
ア
の
国
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
道
安
の
証
言
（
史
料
一
傍
線
①
）
に
あ
る
よ
う
に

那
覇
に
は
多
く
の
国
か
ら
商
船
が
や
っ
て
き
て
お
り
、
様
々
な
国
の
人
々
が
雑
居
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
港
や
市
場
、
居
留
地
の
他
に
各
国
の
宗
教
施
設

も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
当
時
の
沖
縄
本
島
の
地
域
の
中
で
も
特
徴
的
な
場
所
で
あ
っ

た
こ
と
が
伺
え
る
。

次
に
日
本
と
沖
縄
本
島
の
間
に
位
置
す
る
奄
美
地
域
や
ト
カ
ラ
列
島
に
つ
い
て
触

れ
る
。
い
く
つ
か
の
証
言
に
琉
球
と
薩
摩
の
境
界
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る

が
、
ト
麻
寧
等
が
漂
流
し
た
際
の
証
言
（
史
料
一
傍
線
②
）
に
ト
カ
ラ
列
島
の
臥
蛇

島
は
半
分
が
琉
球
で
あ
り
半
分
は
薩
摩
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら

当
時
の
琉
球
と
薩
摩
の
境
界
は
こ
の
あ
た
り
の
海
域
に
あ
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
的

（

鮒

）

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
境
界
は
厳
密
に
線
引
き
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も

ト
麻
寧
等
の
証
言
に
よ
れ
ば
臥
蛇
島
は
半
分
琉
球
半
分
薩
摩
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る

が
、
琉
球
国
王
の
杏
で
は
ト
カ
ラ
列
島
は
薩
摩
の
領
土
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
史
料

二
傍
線
部
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
沖
縄
本
島
内
で
暮
ら
す
王
と
実
際
に
ト
カ
ラ

列
島
な
ど
の
境
界
で
暮
ら
す
道
安
・
卜
麻
寧
等
の
認
識
の
違
い
を
み
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
と
と
も
に
、
人
に
よ
っ
て
境
界
観
が
違
う
こ
と
か
ら
厳
密
に
境
界
が
決
め
ら

れ
て
い
た
と
は
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
え
る
。
ま
た
証
言
か
ら
ト
麻
寧
等

は
一
度
奄
美
大
島
近
辺
と
み
ら
れ
る
場
所
に
連
れ
て
い
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
売
買

が
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
那
覇
だ
け
で
な
く
琉
球
弧
の
各
地
域
に
奴
隷
の

売
買
を
行
う
場
所
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
一
例
で
あ
る
。

奄
美
大
島
・
喜
界
島
に
関
す
る
内
容
を
梁
成
等
の
証
言
（
史
料
三
傍
線
⑧
）
か
ら

も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
す
で
に
吾
時
麻
（
奄
美
大
島
）
は
琉
球
が
兵

を
出
し
版
図
に
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
、
池
蘇
（
喜
界
島
）
は
未
だ
に
抵
抗
し
て
い

る
た
め
毎
年
兵
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
喜
界
島
が
琉
球
の
領
地
と
な
っ
た

時
期
は
第
一
尚
氏
王
統
の
最
後
の
王
で
あ
る
尚
徳
の
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
梁
成

の
証
言
は
尚
泰
久
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
喜
界
島
を
版
図
に
組
み
込
む
こ
と
は
第
一

尚
氏
王
統
を
通
し
て
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
第
一
尚
氏
王
統
後
期
の
琉
球
の
国
内
状
況
・
対
外
関
係
に
つ
い
て
挙
げ
て

き
た
。
最
後
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
時
代
の
琉
球
の
国
際
社
会
へ
の
対
応

と
変
化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
ま
と
め
て
お
く
。

岡
本
弘
道
は
大
型
海
船
の
支
給
停
止
、
貢
道
の
一
元
化
な
ど
明
朝
の
琉
球
優
遇
政

策
が
徐
々
に
後
退
し
て
い
く
中
で
、
琉
球
の
国
内
体
制
の
整
備
・
強
化
の
動
き
が
刺

（

帥

）

激
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。
朝
鮮
と
の
外
交
の
再
開
や
奄
美
・
ト
カ
ラ
地
域
へ

の
出
兵
も
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
こ
う
し
た
対
外
関
係
は
琉
球
国
内
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
国
内
で
起
き

た
変
化
の
一
つ
に
塞
官
を
王
権
の
下
に
組
み
込
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
塞
官
の
時

代
と
も
い
え
る
グ
ス
ク
時
代
・
三
山
時
代
を
経
て
、
第
一
尚
氏
王
統
と
い
う
統
一
王
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第一尚氏王統後期の琉球

権
を
作
り
は
し
た
が
、
各
地
に
有
力
な
塞
官
が
残
っ
て
い
る
状
況
は
変
わ
っ
て
お
ら

ず
、
こ
れ
ら
を
変
え
な
い
こ
と
に
は
王
権
を
頂
点
と
す
る
統
一
王
国
は
完
成
し
な
か

っ
た
。
そ
の
過
程
で
塞
官
の
抵
抗
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
漂
流
民
の
証
言
か

ら
み
る
と
、
朝
会
を
王
城
の
御
庭
で
行
っ
て
い
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
尚
徳
の
代
に
は

国
内
の
塞
官
の
状
況
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
琉
球
国
内
に

お
け
る
仏
教
の
拡
大
も
こ
の
動
き
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
琉
球
の

外
交
と
日
本
の
禅
僧
が
深
く
結
び
つ
く
に
あ
た
り
、
琉
球
国
内
で
も
寺
社
の
建
立
や

梵
鐘
の
鋳
造
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
朝
貢
貿
易
を
中
心
と
し
た
そ
れ
ま
で
の
対
外

関
係
を
、
時
代
に
合
わ
せ
て
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
の
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
当
時
の
琉
球
王
国
の
外
交
は
那
覇
に
住
む
禅
僧
や
中
国
人
ス
タ
ッ
フ
と

い
っ
た
民
間
勢
力
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
当
時
の
琉
球
に
影
響

を
与
え
た
民
間
勢
力
と
し
て
倭
冠
や
そ
の
被
害
者
で
あ
る
被
虜
人
が
考
え
ら
れ
、
漂

流
民
の
証
言
の
中
に
奴
隷
の
話
が
度
々
出
て
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
琉
球
と
密
接
に

係
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
断
片
的
に
し

か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
倭
冠
や
被
虜

人
を
含
む
民
間
勢
力
が
琉
球
に
与
え
た
影
響
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（
１
）
厳
密
に
は
第
一
尚
氏
王
統
以
前
の
琉
球
王
国
の
中
山
王
は
尚
氏
で
は
な
い
。

入
貢
直
後
の
察
度
・
武
寧
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
尚
氏
は
思
紹
・
尚
巴
志
か
ら
で

あ

る

。

（
２
）
琉
球
王
国
の
正
史
「
中
山
世
譜
」
に
よ
れ
ば
、
一
四
五
三
年
に
尚
金
福
の
死
後

に
王
弟
・
布
里
と
世
子
・
志
魯
が
争
い
、
両
者
と
も
戦
死
し
た
た
め
国
人
達
が

話
し
合
い
、
そ
の
結
果
尚
泰
久
が
即
位
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
後
継
者
争
い
は
志
魯
・
布
里
の
乱
と
呼
ば
れ
、
首
里
城
を
全
焼
さ
せ

た
と
も
伝
わ
る
。
内
乱
は
護
佐
丸
・
阿
麻
和
利
の
乱
を
指
す
。
尚
泰
久
の
時
代

に
起
こ
っ
た
有
力
な
塞
官
の
反
乱
で
あ
り
諸
説
あ
り
真
相
は
わ
か
っ
て
い
な

い

Ｏ

（
３
）
『
朝
鮮
王
朝
実
録
」
は
朝
鮮
の
歴
代
の
国
王
の
事
績
を
国
家
が
編
蟇
し
た
記
録

で
あ
り
、
国
王
ご
と
に
実
録
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
記
録
の
総
称
を
『
朝
鮮
王

朝
実
録
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
は
第
一
尚
氏
王
統
後
期
と
重
な
る
時
期
の
瑞
宗
実

録
（
一
四
五
三
年
～
）
、
世
祖
実
録
（
一
四
五
五
年
～
）
、
を
使
用
す
る
。
出
典

は
池
谷
望
子
内
田
晶
子
高
瀬
恭
子
編
・
訳
『
朝
鮮
王
朝
実
録
琉
球
史
料
集
成

原
文
篇
・
訳
注
篇
寅
格
樹
書
林
、
二
○
○
五
年
）
。

（
４
）
琉
球
の
正
史
は
『
中
山
世
鑑
』
『
蕊
鐸
本
中
山
世
譜
』
「
中
山
世
譜
』
『
球
陽
」
の

四
種
類
が
存
在
す
る
。
『
中
山
世
鑑
』
だ
が
、
こ
れ
は
一
六
五
○
年
に
羽
地
朝
秀

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
琉
球
王
国
最
初
の
歴
史
書
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
中

山
世
鑑
』
を
一
七
○
一
年
に
漢
文
に
改
め
た
も
の
が
「
中
山
世
譜
」
な
の
だ
が
、

こ
の
「
中
山
世
譜
」
は
二
種
類
存
在
す
る
。
一
七
○
一
年
に
作
ら
れ
た
『
中
山
世

譜
」
は
「
察
鐸
本
中
山
世
譜
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
察
鐸
に
よ
っ
て
編
蟇
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
一
七
二
五
年
に
蕊
鐸
の
息
子
で
あ
る
察
温
に
よ
っ
て
こ
れ
が
改

め
ら
れ
一
般
的
に
「
中
山
世
譜
」
と
呼
ば
れ
る
歴
史
書
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
『
中
山
世
譜
」
は
父
子
二
代
で
二
種
類
作
ら
れ
、
察
鐸
が
編
纂
し
た
も

の
が
『
察
鐸
本
中
山
世
譜
』
、
察
温
が
編
蟇
し
た
も
の
が
『
中
山
世
譜
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
最
後
に
『
球
陽
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
鄭
乗
哲
ら
に
よ
っ
て
一
七

四
三
年
～
一
七
四
五
年
に
実
録
風
に
編
集
さ
れ
た
正
史
で
あ
る
。
「
中
山
世
鑑
」

『
中
山
世
譜
」
は
、
伊
波
普
猷
東
恩
納
寛
惇
横
山
重
編
「
琉
球
史
料
叢
書
」
全

五
巻
（
鳳
文
書
館
、
一
九
四
○
年
に
収
録
、
一
九
九
○
年
に
復
刻
再
版
）
。
『
葉

鐸
本
中
山
世
譜
』
と
『
球
陽
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
『
蕊
鐸
本
中

山
世
譜
』
（
一
九
七
三
年
）
、
球
陽
研
究
会
編
『
球
陽
原
文
・
読
み
下
し
編
』
（
角

川
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
後
に
挙
げ
る
漂
流
民
の
証
言
で
国
王
は
三
三
歳
と
あ
る
が
、
正
史
に
よ
れ
ば

そ
の
時
の
王
は
尚
徳
で
あ
り
、
歳
は
二
一
歳
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
正
史
と

漂
流
民
の
証
言
が
大
き
く
食
い
違
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
同
様
の
こ
と

が
数
年
後
に
も
み
ら
れ
る
。
正
史
で
は
尚
徳
の
死
後
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
尚

円
が
王
位
に
就
く
が
、
尚
円
が
王
と
な
っ
た
翌
年
に
記
さ
れ
た
『
海
東
諸
国
紀
」

で
は
、
琉
球
国
の
現
在
の
王
の
名
は
「
中
和
」
と
な
っ
て
お
り
尚
円
で
は
な
い
。

（
６
）
高
良
倉
吉
『
琉
球
王
国
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
。

（
７
）
安
里
進
の
研
究
に
よ
れ
ば
「
十
五
世
紀
初
頭
に
琉
球
か
ら
中
国
や
朝
鮮
に
送

付
さ
れ
た
外
交
文
書
で
は
「
塞
官
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
「
棄
官
」
で

統
一
す
る
こ
と
と
し
た
。
安
里
進
「
琉
球
王
国
の
形
成
と
東
ア
ジ
ア
」
（
豊
見
山

和
行
編
「
日
本
の
時
代
史
略
琉
球
・
沖
縄
史
の
世
界
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
二
○
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○
三
年
〕
）
、
一
○
八
頁
。

（
８
）
前
掲
注
（
６
）
。

（
９
）
榎
本
渉
「
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交
流
’
九
～
一
四
世
紀
ｌ
』
（
吉
川
弘
文
館
、

二

○

○

七

年

）

。

（
皿
）
卜
麻
寧
・
田
皆
は
史
料
に
よ
っ
て
は
萬
年
・
丁
祗
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
異
字
表
記
の
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
卜
麻
寧
・
田
皆
で
統
一
す
る
。

（
皿
）
安
里
進
「
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
妃
琉
球
の
王
権
と
グ
ス
ク
』
（
山
川
出
版
社
、

二
○
○
六
年
）
。
ま
た
第
一
尚
氏
が
中
山
か
ら
で
は
な
く
山
南
か
ら
琉
球
を
統

一
し
て
い
っ
た
と
す
る
和
田
久
徳
の
説
を
当
て
は
め
た
場
合
、
南
に
旧
宮
が
あ

る
と
い
う
証
言
と
一
致
す
る
。
和
田
久
徳
「
琉
球
国
の
三
山
統
一
に
つ
い
て
の

新
考
察
」
「
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
第
鴻
巻
』
（
一
九
七
五
年
）
。

（
皿
）
豊
見
山
和
行
「
南
の
琉
球
」
（
入
間
田
宣
夫
・
豊
見
山
和
行
『
日
本
の
中
世
五

北
の
平
泉
、
南
の
琉
球
」
〔
中
央
公
論
新
社
、
二
○
○
二
年
〕
）
、
一
八
一
頁
．

こ
れ
は
本
島
だ
け
に
限
ら
ず
八
重
山
等
の
離
島
も
、
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
っ

た
と
い
え
る
（
高
良
倉
吉
『
新
版
琉
球
の
時
代
』
〔
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
八
九
年
〕
）
、

二

二

八

～

二

三

○

頁

。

（
昭
）
こ
の
時
代
の
那
覇
は
上
里
隆
史
の
研
究
に
詳
し
い
。
上
里
隆
史
「
古
琉
球
・

那
覇
の
「
倭
人
」
居
留
地
と
環
シ
ナ
海
世
界
」
「
史
學
雑
誌
第
二
四
編
第
七

号
」
（
二
○
○
五
年
）
。

（
Ｍ
）
田
中
健
夫
『
中
世
対
外
関
係
史
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
。

（
喝
）
知
名
定
寛
『
琉
球
仏
教
史
の
研
究
寅
椿
樹
書
林
、
二
○
○
八
年
）
、
八
三
頁
。

（
略
）
同
前
。

（
Ⅳ
）
高
良
倉
吉
「
新
版
琉
球
の
時
代
』
（
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
八
九
年
）
。

（
喝
）
赤
嶺
守
「
琉
球
王
国
東
ア
ジ
ア
の
コ
ー
ナ
ー
ス
ト
ー
ン
」
（
講
談
社
、
二
○
○

（
別
）
「
閏
人
三
十
六
姓
」
に
つ
い
て
は
、
真
栄
平
房
昭
「
対
外
関
係
に
お
け
る
華
僑

と
国
家
」
（
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編
「
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史

Ⅲ
海
上
の
道
』
〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
〕
）
、
田
名
真
之
「
古
琉
球
の

久
米
村
」
（
『
新
琉
球
史
ｌ
古
琉
球
編
ｌ
』
〔
琉
球
新
報
社
、
一
九
九
一
年
〕
）
に

（
⑲
）
豊
見
山
和
行
・
高
良
倉
吉
編
『
街
道
の
日
本
史
髄
琉
球
・
沖
縄
と
海
上
の
道
』

四
年
）
。

（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
五
年
）
。

詳

し

い

。

（
皿
）
田
名
真
之
「
古
琉
球
の
久
米
村
」
（
『
新
琉
球
史
ｌ
古
琉
球
編
ｌ
」
〔
琉
球
新
報

社
、
一
九
九
一
年
〕
）
。

（
犯
）
同
前
。

（
聡
）
真
栄
平
房
昭
「
琉
球
Ⅱ
東
南
ア
ジ
ア
貿
易
の
展
開
と
華
僑
社
会
」
「
九
州
史
学

第
七
六
号
」
（
一
九
八
三
年
）
。

（
型
）
前
掲
注
（
６
）
。

（
妬
）
前
掲
注
（
〃
）
。

（
妬
）
岡
本
弘
道
「
明
朝
に
お
け
る
朝
貢
国
琉
球
の
位
置
付
け
と
そ
の
変
化
’
一
四
・

一
五
世
紀
を
中
心
に
ｌ
」
「
東
洋
史
研
究
第
五
七
巻
四
号
」
（
一
九
九
九
年
）
、

八

頁

。

（
”
）
同
右
、
二
五
頁
。

（
肥
）
高
瀬
恭
子
「
琉
球
と
朝
鮮
」
（
内
田
晶
子
高
瀬
恭
子
池
谷
望
子
亨
ジ
ア
の
海

の
古
琉
球
』
〔
椿
樹
書
林
、
二
○
○
五
年
〕
）
、
二
七
～
二
八
頁
。
暹
羅
は

タ
イ
、
三
仏
斉
は
マ
ラ
ッ
カ
、
爪
畦
は
ジ
ャ
ワ
を
指
す
。

（
豹
）
田
中
健
夫
『
中
世
対
外
関
係
史
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
。
二
九

一
～
二
九
二
頁
。
ま
た
、
こ
の
指
摘
通
り
積
極
的
に
琉
朝
関
係
を
築
こ
う
と
し

た
琉
球
だ
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
村
井
章
介
「
東
南
ア
ジ

ア
の
な
か
の
古
琉
球
ｌ
「
歴
代
宝
案
」
第
一
集
の
射
程
ｌ
」
『
歴
史
評
論
七
月
号

肋
六
○
三
」
（
二
○
○
○
年
）
に
よ
る
と
当
時
の
琉
球
は
朝
鮮
以
外
の
国
々
と
も

積
極
的
に
関
係
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
鋤
）
村
井
章
介
「
鬼
界
が
島
考
」
「
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
一
三
○
号
」
（
二
○
○
七

年

）

、

一

八

六

頁

。

（
鉦
）
前
掲
注
（
妬
）
。

（
本
学
文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
課
程
前
期
課
程
）
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